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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は12月１日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

お
知
ら
せ

　
掲
載
情
報
は
11
月
18
日
時
点
の
も

の
で
す
。
内
容
変
更
の
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
市
HP
や
各

問
い
合
わ
せ
先
で
最
新
情

報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問�

①
国
民
健
康
保
険
課
☎
２
９
９
８
‐
９

１
３
１
②
同
課
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
８

国
民
年
金
の
産
前
産
後
免
除
制
度

　
対
象
者
は
、
産
前
産
後
期
間
の
４
カ
月

間
（
双
子
以
上
の
場
合
は
６
カ
月
間
）
の

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
届
け
出
は
出

産
後
ま
た
は
出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か

ら
可
能
で
す
。

対�

国
民
年
金
第
１
号
で
、
出
産
日
が
平
成

31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

申�

▼
本
人
確
認
書
類
▼
年
金
手
帳
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
▼
母
子

手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
が
わ
か
る
も
の

（
出
産
前
の
届
け
出
の
場
合
）
▼
出
生

証
明
書
や
戸
籍
謄
本
な
ど
出
産
日
と
親

子
関
係
が
分
か
る
も
の
（
本
人
と
子
が

別
世
帯
で
出
産
後
に
届
け
出
の
場
合
）

を
市
役
所
１
階
市
民
課
国
民
年
金
担
当
、

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
並
木
・
小
手

指
分
館
除
く
）、
所
沢
年
金
事
務
所
に

直
接
・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
申
請

◎
免
除
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
、
将
来
受
け
取
る
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反

映
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
日
本

年
金
機
構
HP
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問�

同
担
当
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
５
、
所

沢
年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８‐０
１
７
０

は
じ
め
よ
う
！
エ
コ
生
活

　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

見
直
し
、
家
族
で
で
き

る
エ
コ
生
活
を
は
じ
め

ま
し
ょ
う
。
　
全
員
が

貰
え
る
参
加
賞
も
あ
り

ま
す
♪

参�
加
方
法
　
①
市
HP
（
エ
コ
生
活
）
か

ら
、
県
・
エ
コ
ラ
イ
フ
D
A
Y
＆

W
E
E
K
（
冬
）
に
参
加
し
、
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
に
沿
っ
て
エ
コ
生
活
を
実
施

②
参
加
証
の
画
面
を
ス
ク

リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
ま
た
は

印
刷

申�

問
1
月
9
日
㈮
ま
で
に
マ
チ
ご
と
エ
コ

タ
ウ
ン
推
進
課
に
直
接
・
郵
送
・
電
申

／
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
３

を
受
給
し
て
い
る
場
合
や
、
施
設
入
所

し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８‐９
２
２
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
と
、

そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
父
母
な
ど

　�

▼
父
母
が
離
婚
▼
父

ま
た
は
母
が
死
亡
▼

父
ま
た
は
母
に
一
定

の
障
害
が
あ
る
▼
そ

の
他
の
理
由
で
父
ま

た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　�

▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る

▼
そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い

な
い

手�

当
月
額
　
▼
児
童
が
１
人
…
４
６
、
６

９
０
円
ま
た
は
４
６
、
６
８
０
円
～
１

１
、
０
1
０
円
▼
児
童
が
２
人
以
上
…

最
大
１
１
、
０
3
０
円
を
加
算

共�

通
事
項
　
▼
申
請
が
必
要
▼
原
則
と
し

て
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末

ま
で
が
対
象
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

同
居
す
る
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所

得
制
限
あ
り
▼
児
童
福
祉
施
設
（
母
子

生
活
支
援
施
設・通
園
施
設
な
ど
除
く
）

な
ど
に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８‐９
１
２
４

特
定
健
診
・
健
康
診
査
の

受
診
期
限
は
２
月
28
日
㈯

　
対
象
者
に
５
月
末
に
受
診
券
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
手
元
に
受
診

券
が
な
い
未
受
診
者
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対�

市
内
在
住
で
①
40
歳
以

上
の
所
沢
市
国
保
加
入

者
②
埼
玉
県
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
加
入
者

自
己
負
担
額
　
①
８
０
０
円
②
無
料

の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

若
者
応
援
事
業
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

　
２
万
円
分
の
デ
ジ
タ
ル

ギ
フ
ト
（
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド

Ｐ
ａ
ｙ
）
の
受
け
取
り
を

希
望
す
る
方
は
、
期
限
内
に
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

対�

令
和
７
年
９
月
１
日
時
点
で
所
沢
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
平

成
19
年
４
月
２
日
～
22
年
4
月
1
日
に

生
ま
れ
た
方

申
12
月
７
日
㈰
ま
で

◎
申
し
込
み
方
法
な
ど
の
詳
細
は
市
HP

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
青
少
年
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
０
３

埼
玉
県
子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
応
援
事
業

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
ギ
フ
ト
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る
方
は
、

期
限
内
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

対�

令
和
7
年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

こ
ど
も
の
い
る
家
庭

申�

▼
令
和
7
年
1
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
こ
ど
も
…
１
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま

で
▼
７
年
１
月
２
日
～
３
月
31
日
生
ま

れ
の
こ
ど
も
…
７
年
12
月

31
日
㈬
ま
で

◎
詳
細
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
こ
ど
も
政
策
課
☎
２
９
９
８‐９
４
１
５

特
別
児
童
扶
養
手
当

対�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
19
歳
以
下

の
こ
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３

　
級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
重
度
の
内
科

　�

的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手

帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③
精
神
疾

患
や
血
液
疾
患
な
ど
で
①

②
と
同
程
度
の
障
害

手�

当
月
額
　
▼
１
級
…
５
６
、
８
０
０
円

▼
２
級
…
３
７
、
８
３
０
円

留�

意
事
項
　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
こ
ど
も
が
公
的
年
金

12
月
の
休
日
漏
水
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
当
番

店
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問�

市
管
工
事
業
協
同
組
合
☎
２
９
２
２
‐

６
１
８
５
FAX
２
９
２
２
‐
９
６
１
４

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

詳
細
は
市
HP（
休
日
開
庁
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日�

12
月
13
日
㈯
・
27
日
㈯
午

前
８
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

場�

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
・
小
手
指
分
館
除
く
）、
上
下
水

道
局
庁
舎

問�

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

市
税
の
納
期
限

　
１
月
５
日
㈪
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税（
３
期
）、国
民
健
康
保
険
税（
６
期
）

日 当番店 電話番号
6 日㈯ ㈱小松屋管器 2922-3836
7 日㈰ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228
13 日㈯ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228
14 日㈰ ㈱あざま管工機械 2942-3771
20 日㈯ ㈱金子設備工業 2944-0515
21 日㈰ ㈲平塚設備工業 2923-5778
27 日㈯ ㈲本田技管 2948-1300
28 日㈰ ㈱小松屋管器 2922-3836
29 日㈪ ㈲北田住設工業 2942-0020
30 日㈫ ㈲伏見設備工業 2948-3328
31 日㈬ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228

問障害福祉課☎ 2998-9116

ご意見・ご提案お待ちしています！ご意見・ご提案お待ちしています！

市長タウンミーティング市長タウンミーティング

　市長が皆さ　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、まからのご意見や思いなどを伺う場、
第 26回「市長タウンミーティング」を開催します。第 26回「市長タウンミーティング」を開催します。
　　「「市長に思いを伝えたい市長に思いを伝えたい」「」「市長に提案したい市長に提案したい」 」 
皆さまのご参加をお待ちしています。皆さまのご参加をお待ちしています。

日 12月12月7日㈰午前 10時～ 11時 30分7日㈰午前 10時～ 11時 30分
　（午前 9時 30分開場）　（午前 9時 30分開場）
場こどもと福祉の未来館こどもと福祉の未来館
対市内在住・在勤・在学の方市内在住・在勤・在学の方
問市民相談課☎ 2998-9092市民相談課☎ 2998-9092 FAX 2998-90412998-9041

　　32カ国語に対応した文字起こし翻訳と 20 カ国語に対応し32カ国語に対応した文字起こし翻訳と 20 カ国語に対応し
たビデオ通話による多言語通訳やビデオ通話による日本手話通たビデオ通話による多言語通訳やビデオ通話による日本手話通
訳の機能を持つハイブリット多言語翻訳・通訳サービス「コト訳の機能を持つハイブリット多言語翻訳・通訳サービス「コト
バル」の実証実験を行います。電話での翻訳対応はいたしませバル」の実証実験を行います。電話での翻訳対応はいたしませ
ん。ん。
日 12 月12月 1日㈪～ 26日㈮（土・日曜、祝日除く）1日㈪～ 26日㈮（土・日曜、祝日除く）
場市役所１階障害福祉課などの市役所１階障害福祉課などの 10所属10所属
対日本手話や外国語の通訳が必要な方日本手話や外国語の通訳が必要な方 ▲▲詳細は市詳細は市HPをを

ご覧ください。ご覧ください。

▲▲設置場所などの設置場所などの詳細は詳細は
市市HPをご覧ください。をご覧ください。

◆テーマ：観光

▶�会場に直接お越しください。
▶�▶�お子様同伴での入室ができます。お子様同伴での入室ができます。一時預一時預
かり（１歳～就学前）を利用する場合はかり（１歳～就学前）を利用する場合は
12月４日㈭午後5時15分までにご連絡12月４日㈭午後5時15分までにご連絡
ください。ください。

��▶�▶�会場には公共交通機関をご利用ください。会場には公共交通機関をご利用ください。
　（駐車場が満車の場合があります）。

外国語と手話通訳の実証実験を実施

◎次回は 1月 17日㈯に開催予定です。


